
春
闘
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
従
業
員
は
生

活
実
感
が
苦
し
い
と
感
じ
て

い
る
人
が
約
８
割
に
の
ぼ
り
、

雇
用
と
会
社
の
将
来
に
大
き

な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
在
宅
勤

務
手
当
の
不
支
給
と
、
分
社

化
発
表
と
昨
年
末
の
リ
ス
ト

ラ
が
、
特
に
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
組
合

は
２
月
24
日
に
春
闘
要
求
を

提
出
し
ま
し
た
。
春
闘
要
求

書
は
な
ん
と
全
部
で
28
ペ
ー

ジ
に
及
び
ま
す
。
15
章
か
ら

な
り
、
章
ご
と
に
賃
金
に
関

す
る
要
求
、
一
時
金
に
関
す

る
要
求
、
人
事
制
度
お
よ
び

昇
給
格
差
是
正
に
関
す
る
要

求
、
リ
ス
ト
ラ
・
人
減
ら
し

「
合
理
化
」
・
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
に
反
対
す
る
要
求
、

労
働
時
間
管
理
に
関
す
る
要

求
、
福
利
厚
生
に
関
す
る
要

求
な
ど
が
続
き
ま
す
。

そ
れ
ら
の
中
で
、
特
に
今

年
の
重
点
と
な
る
要
求
が
９

項
目
か
ら
な
る
重
点
要
求
で

す
。
組
合
は
重
点
要
求
に
対

す
る
会
社
回
答
を
十
分
に
吟

味
し
、
誠
意
あ
る
回
答
を
し

て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合

は
３
月
11
日
に
早
朝
ス
ト
ラ

イ
キ
に
突
入
し
ま
す
。

以
下
に
重
点
要
求
の
中
か

ら
い
く
つ
か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

し
ご
紹
介
し
ま
す
。

争
議
解
決
の
要
求

パ
ワ
ハ
ラ
賃
下
げ
争
議
、

パ
ワ
ハ
ラ
降
格
争
議
、
定
年

後
再
雇
用
賃
金
差
別
争
議
、

Ａ
Ｉ
不
当
労
働
行
為
争
議
の

解
決
を
要
求
し
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
で
、
社
内
か
ら
パ
ワ

ハ
ラ
を
無
く
し
、
シ
ニ
ア
契

約
社
員
の
労
働
条
件
を
改
善

し
、
社
内
の
賃
金
制
度
の
透

明
化
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に
伴
う
要
求

在
宅
勤
務
手
当
と
し
て
１
ヶ

月
あ
た
り
８
千
円
の
支
給
、

危
険
手
当
と
し
て
自
宅
外
の

仕
事
場
所
に
行
っ
た
従
業
員

に
対
す
る
１
日
あ
た
り
５
千

円
の
支
給
、
在
宅
勤
務
の
た

め
の
自
宅
環
境
整
備
手
当
と

し
て
一
時
金
５
万
円
の
支
給

を
要
求
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
か

か
る
時
間
は
業
務
扱
い
と
す

る
こ
と
、
そ
れ
に
か
か
る
交

通
費
は
会
社
負
担
と
す
る
こ

と
を
要
求
し
ま
し
た
。

賃
上
げ
要
求

ま
ず
は
、
延
期
し
た
昨
年

度
９
月
１
日
付
賃
上
げ
（
２

０
２
０
年
春
闘
要
求
の
内
容
）

を
、
今
年
４
月
１
日
付
で
行

う
こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
。

こ
れ
と
併
せ
て
、
今
年
度

分
の
賃
上
げ
と
し
て
、
９
月

１
日
分
賃
上
げ
を
４
月
１
日

付
で
行
う
こ
と
、
こ
れ
ま
で

の
賃
金
上
昇
停
滞
を
補
う
た

め
、
本
給
で
平
均
５
万
円
の

賃
上
げ
を
要
求
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
賞
与
支
給
額
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
会
社

業
績
達
成
度
に
つ
い
て
も
説

明
に
足
る
資
料
を
提
示
し
て

具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
を

要
求
し
ま
し
た
。

シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
要
求

パ
ー
ト
有
期
雇
用
労
働
法

の
趣
旨
に
従
い
、
シ
ニ
ア
契

約
社
員
の
労
働
条
件
と
正
社

員
の
労
働
条
件
に
不
合
理
な

待
遇
差
が
無
い
よ
う
に
す
る

要
求
を
し
ま
し
た
。
現
在
の

制
度
は
「
60
才
以
降
は
こ
の

会
社
に
残
る
な
」
と
言
っ
て

い
る
の
と
同
じ
で
、
50
才
代

の
人
に
対
す
る
転
職
強
要
と

も
言
え
ま
す
。

★本誌掲載記事の無断掲載・複写を禁じます。 連絡先メール： kumiai@jmitu-ibm.org
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★ 「かいな」記事をWEBで読めます。「かいな」で検索

２
月
11
日
に
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ

は
21
春
闘
統
一
要
求
日
に
向

け
、
Ｊ
Ｒ
蒲
田
駅
西
口
前
に

て
春
闘
地
協
一
斉
宣
伝
行
動

を
行
い
、
雇
用
に
不
安
、
賃

金
に
不
満
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
い

じ
め
の
被
害
が
あ
れ
ば
、
一

人
で
悩
ま
ず
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
へ

電
話
相
談
し
て
下
さ
い
と
呼

び
か
け
ま
し
た
。
（
写
真
左
）

引
き
続
き
大
田
地
域
支
部

事
務
所
に
て
第
三
次
春
闘
討

論
集
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
支
部
も
討
論

集
会
、
宣
伝
行
動
に
参
加
し

ま
し
た
。

今
年
の
討
論
集
会
で
は
、

コ
ロ
ナ
禍
が
長
期
化
す
る
中
、

コ
ロ
ナ
を
理
由
と
し
た
身
勝

手
な
解
雇
、
退
職
勧
奨
、
残

業
代
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、
パ

ワ
ハ
ラ
、
い
じ
め
も
起
き
て

い
る
と
い
う
現
状
の
下
、
各

支
部
分
会
が
春
闘
要
求
の
準

備
状
況
を
報
告
し
、
全
体
で

春
闘
の
行
動
日
程
を
確
認
し

ま
し
た
。

統
一
要
求
日
に
向
け
大
詰

め
の
活
気
あ
る
討
論
集
会
と

宣
伝
行
動
と
な
り
ま
し
た
。

花
粉
症
が
気
に
な
る
季
節

の
中
、
金
属
反
合
共
同
行
動

が
２
月
17
日
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
延
長

さ
れ
、
在
宅
勤
務
が
長
く
続

く
中
で
も
、
大
勢
の
支
援
者

が
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
本
社
前
に
集

ま
り
ま
し
た
。

こ
の
日
の
本
社
前
宣
伝
は

生
熊
金
属
反
合
委
員
長
か
ら

の
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
分
社
化
問
題

を
ス
タ
ー
ト
に
、
パ
ワ
ハ
ラ

降
格
裁
判
、
昨
年
４
月
施
行

の
パ
ー
ト
有
期
雇
用
労
働
法

違
反
だ
と
す
る
定
年
後
再
雇

用
賃
金
差
別
裁
判
、
Ａ
Ｉ
を

利
用
し
た
賃
金
交
渉
が
不
当

だ
と
す
る
Ａ
Ｉ
不
当
労
働
行

為
救
済
申
立
と
、
盛
り
沢
山

な
決
意
表
明
と
な
り
ま
し
た
。

連
帯
の
挨
拶
で
は
全
労
連
全

国
一
般
の
森
委
員
長
と
Ｊ
Ａ

Ｌ
争
議
団
の
山
口
団
長
か
ら
、

応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
熱
く
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中

で
分
社
化
に
よ
り
雇
用
に
不

安
を
抱
い
て
い
る
従
業
員
が

増
え
て
い
ま
す
が
、
ひ
と
り

で
考
え
込
ま
な
い
で
く
だ
さ

い
。
組
合
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染

に
よ
る
医
療
提

供
体
制
の
逼
迫

と
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
を
数
字
で

見
る
機
会
は
少
な
い
▼
そ
の

代
表
的
指
標
と
し
て
の
厚
労

省
の
毎
週
発
表
の
病
床
使
用

率
は
意
外
に
低
い
。
今
年
２

月
17
日
時
点
の
全
国
値
は
、

入
院
者
数
９
５
７
５
人
、
確

保
病
床
数
２
９
５
８
５
床
、

病
床
使
用
率
３
２
％
、
う
ち

重
症
者
数
１
０
２
０
人
、
重

症
者
用
確
保
病
床
数
３
６
２

４
床
、
重
症
者
病
床
使
用
率

２
８
％
に
す
ぎ
な
い
▼
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
通
常
よ
り
手

間
が
か
か
る
コ
ロ
ナ
医
療
は
、

コ
ス
ト
増
で
病
院
経
営
を
圧

迫
す
る
た
め
、
民
間
病
院
で

の
コ
ロ
ナ
患
者
受
け
入
れ
が

進
み
に
く
く
、
こ
れ
が
医
療

の
逼
迫
に
繋
が
っ
て
い
る
▼

こ
の
状
況
を
改
善
す
る
に
は
、

自
治
体
よ
り
財
政
力
を
持
つ

国
が
よ
り
積
極
的
に
財
政
出

動
し
、
病
院
の
増
加
コ
ス
ト

を
補
償
し
て
病
院
の
協
力
を

促
す
べ
き
だ
。
こ
れ
に
よ
り

コ
ロ
ナ
禍
を
早
く
沈
静
化
し

て
ほ
し
い
。
（
Ｓ
）

裁判・労働委員会スケジュール

以下に今後のスケジュールをお知らせします。

ＡＩ不当労/定年後再雇用不当労事件 03/03(水)09:50～ 都庁第１庁舎南1階集合

パワハラ降格裁判 03/08(月)10:00～ 東京地裁527号法廷

定年後再雇用賃金差別裁判 04/26(月)13:30～ 東京地裁631号法廷

金
属
反
合
共
同
行
動

第
三
次
春
闘
討
論
集
会

コロナ禍での在宅勤務手当
月額８０００円支給を要求

統
一
回
答
日
３
月
10
日

不
達
な
ら
３
月
11
日
早
朝
ス
ト

春闘要求



(3)２０２１年３月１日 か い な 第２３８１号 ２０２１年３月１日 か い な 第２３８１号(2)

★ 「かいな」の更新情報をメールで購読できます。「かいな」で検索★ 「かいな」のバックナンバーがWEBで読めます。「かいな」で検索

コ
ロ
ナ
危
機
が
広
が
る
な

か
不
安
を
持
っ
て
い
る
労
働

者
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
中
、
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
は
統

一
要
求
の
中
で
労
働
者
が
安

心
し
て
働
け
る
職
場
と
、
長

時
間
労
働
の
規
制
や
均
等
待

遇
、
若
い
労
働
者
を
は
じ
め

と
す
る
労
働
者
の
定
着
す
る

働
き
や
す
い
職
場
を
実
現
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
労
働
者
の
均
等

待
遇
を
実
現
す
る

（
１
）
賃
金
・
一
時
金
、
手

当
、
特
別
休
暇
、
退
職
金
等

の
労
働
条
件
に
お
い
て
、
性

別
、
雇
用
形
態
、
国
籍
な
ど

に
よ
る
格
差
を
是
正
し
、
均

等
待
遇
を
実
現
す
る
こ
と
。

（
２
）
「
均
等
待
遇
」
を
口

実
に
し
た
正
社
員
の
賃
金
・

労
働
条
件
の
引
き
下
げ
を
行

わ
な
い
こ
と
。

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
拡
充

（
１
）
労
働
者
の
健
康
と
安

全
を
ま
も
る
経
営
者
の
責
任

を
果
た
し
、
職
場
内
で
の
感

染
拡
大
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る

た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る

こ
と
。

（
２
）
コ
ロ
ナ
感
染
が
収
束

す
る
ま
で
の
間
、
発
熱
な
ど

体
調
不
良
や
家
族
の
感
染
等

が
職
場
労
働
者
（
派
遣
等
非

正
規
雇
用
者
を
含
む
）
か
ら

申
し
入
れ
が
あ
っ
た
場
合
は
、

臨
時
的
措
置
と
し
て
、
年
次

有
給
休
暇
と
は
別
の
有
給
の

特
別
休
暇
を
付
与
す
る
こ
と
。

長
時
間
労
働
を
規
制
す
る

（
１
）
残
業
代
ゼ
ロ
法
制
＝

高
度
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
労

働
制
、
裁
量
労
働
制
の
導
入
・

拡
大
は
行
わ
な
い
こ
と
。

（
２
）
３
６
協
定
は
可
能
な

限
り
限
度
時
間
を
短
時
間
に

設
定
し
、
臨
時
的
・
突
発
的

に
、
限
度
時
間
を
超
え
る
必

要
性
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

労
働
組
合
と
そ
の
都
度
、
事

前
協
議
し
３
６
協
定
を
再
締

結
す
る
こ
と
。
限
度
時
間
を

超
え
る
場
合
は
都
度
、
労
働

組
合
と
事
前
に
協
議
し
同
意

を
得
る
こ
と
。

（
３
）
限
度
時
間
を
超
え
る

場
合
の
割
増
率
を
５
０
％
以

上
と
す
る
こ
と
。

（
４
）
長
時
間
労
働
の
是
正

を
す
す
め
る
た
め
に
、
職
場

の
業
務
量
の
実
態
に
見
合
っ

た
人
員
増
を
お
こ
な
う
こ
と
。

労
働
者
の
雇
用
を
ま
も
る

（
１
）
「
解
雇
の
金
銭
解
決

制
度
」
に
反
対
し
、
「
労
働

者
の
雇
用
を
ま
も
る
」
と
い

う
経
営
責
任
を
明
確
に
す
る

こ
と
。
労
働
者
の
解
雇
・
退

職
勧
奨
な
ど
雇
用
に
関
す
る

施
策
に
つ
い
て
は
、
労
働
組

合
と
事
前
に
協
議
し
同
意
を

得
る
こ
と
。

（
２
）
有
期
雇
用
者
や
派
遣

労
働
者
の
「
雇
い
止
め
」

「
入
れ
替
え
」
に
つ
い
て
は
、

労
働
組
合
と
事
前
協
議
し
合

意
を
得
る
こ
と
。
賃
金
・
労

働
条
件
に
つ
い
て
労
働
組
合

と
協
議
す
る
こ
と
。

６
５
歳
ま
で
の
定
年
延
長

（
１
）
賃
金
を
引
下
げ
る
こ

と
な
く
６
５
歳
ま
で
定
年
を

延
長
す
る
こ
と
。
定
年
延
長

を
実
現
す
る
ま
で
の
間
も
、

継
続
雇
用
者
の
賃
金
に
つ
い

て
６
０
歳
到
達
時
の
賃
金
を

確
保
す
る
こ
と
。

（
２
）
継
続
雇
用
者
の
無
年

金
期
間
中
の
生
活
と
６
５
歳

以
降
の
生
活
に
最
大
限
配
慮

し
、
６
０
歳
到
達
時
の
退
職

金
を
最
低
２
，
０
０
０
万
円

以
上
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

（
３
）
継
続
雇
用
者
の
特
別

休
暇
や
手
当
な
ど
の
処
遇
改

善
を
す
す
め
正
社
員
と
の
均

等
待
遇
を
実
現
す
る
こ
と
。

若
い
労
働
者
の
た
め
に

（
１
）
奨
学
金
返
済
し
て
い

る
若
い
労
働
者
へ
の
奨
学
金

返
済
援
助
制
度
を
創
設
し
、

若
い
労
働
者
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
と
生
活
改
善
を
す
す

め
る
こ
と
。

（
２
）
人
手
不
足
を
背
景
に

し
た
業
務
繁
忙
で
年
次
有
給

休
暇
が
取
得
し
づ
ら
い
環
境

を
改
善
し
、
年
次
有
給
休
暇

取
得
の
権
利
を
保
障
す
る
こ

と
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
な
く
す

（
１
）
経
営
者
に
は
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
を
お
こ
さ
な
い
責
任

の
も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
を
絶
対
に
認
め
な

い
と
い
う
経
営
者
の
姿
勢
を

明
確
に
す
る
こ
と
。

（
２
）
管
理
職
・
従
業
員
を

対
象
に
し
た
社
員
教
育
・
研

修
や
啓
発
、
相
談
窓
口
の
設

置
、
行
為
者
に
対
す
る
制
裁

措
置
、
被
害
者
の
ケ
ア
な
ど
、

労
働
組
合
と
協
議
し
、
職
場

の
意
見
を
と
り
い
れ
、
実
効

性
の
あ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
策
を
講
じ
る
こ
と
。
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
の
社
内
規
定

を
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

労
働
組
合
と
事
前
に
協
議
す

る
こ
と
。

（
３
）
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

に
つ
い
て
労
働
組
合
か
ら
団

体
交
渉
を
申
し
入
れ
ら
れ
た

場
合
に
は
、
誠
実
に
協
議
す

る
こ
と
。

（
４
）
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
温

床
と
な
っ
て
い
る
過
重
労
働

と
人
員
不
足
の
解
消
、
過
剰

な
ノ
ル
マ
（
目
標
）
の
設
定

や
成
果
主
義
・
業
績
主
義
を

改
善
す
る
こ
と
。

安
心
し
て
働
け
る
職
場
を
求
め

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
統
一
要
求
を
提
出

組 合 な ん で も 相 談 窓 口
事業所名 職 場 名 氏名 電話番号

本 社 ＴＳＤＬ．ＩＳＥＬ・Ｓｙｓｔｅｍ技術 大岡 義久 712-5175

本 社 ＧＴＳ．ビジネスオペレーションズ 杉野 憲作 205-6550

大宮西 ＧＴＳ．ＴＳＳ．クロスエリアデリバリー 佐久間康晴 209-7817

幕 張 Ｃ＆ＣＳ．セキュリティサービス 藤井 克己 205-0806

大 阪 ＧＴＳ．ＴＳＳ．Ｓｏｌ＆ＤｅｌＰＲＪ推進 河本 公彦 205-5204

事務所

連絡先

TEL 03-3583-9037(月-金 13-16時) FAX 03-5562-0853

メール kumiai@jmitu-ibm.org http://www.jmitu-ibm.org/

注）上記窓口は事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

法律相談 労働問題・民事一般相談受付（要予約）

東京法律

事務所

弁護士 水口洋介、今泉義竜、本田伊孝 http://tokyolaw.gr.jp/

東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル TEL 03-3355-0611(代)

旬報法律

事務所

弁護士 大熊政一、山内一浩、並木陽介、細永貴子 http://junpo.org/

東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル 受付7F TEL 03-3380-5311(代)

桜木町
法律事務所

弁護士 岡田 尚

横浜市中区山下町207-2 関内JSビル6階 TEL 045-212-1503

ほづみ
法律事務所

弁護士 穂積匡史 http://hozumi-shinyuri.jp/ TEL 044-959-3550

川崎市麻生区上麻生1-6-1 かわしん新百合ヶ丘ビル305号

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
グ
ル
ー
プ
の

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
・

サ
ー
ビ
ス
が
分
社
さ
れ
る
日

が
刻
一
刻
と
近
づ
い
て
い
ま

す
。
私
た
ち
従
業
員
と
し
て

は
雇
用
や
労
働
条
件
が
ど
う

な
る
か
、
と
い
う
点
が
心
配

で
す
。
そ
こ
で
、
労
働
者
を

保
護
す
る
た
め
の
法
律
「
労

働
契
約
承
継
法
」
の
概
要
を

厚
労
省
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か

ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

労
働
者
一
人
で
は
立
場
が

弱
い
た
め
、
こ
の
法
律
で
は

労
働
者
の
代
理
と
な
る
労
働

組
合
と
会
社
と
の
協
議
を
重

視
し
て
い
ま
す
。

労
働
契
約
承
継
法
と
は

私
た
ち
は
法
的
に
は
会
社

と
労
働
契
約
を
結
ん
で
働
い

て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
会
社

分
割
の
際
は
労
働
契
約
が
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
が

焦
点
と
な
り
ま
す
。

会
社
分
割
制
度
で
分
割
を

し
た
会
社
の
権
利
義
務
は
、

労
働
契
約
も
ろ
と
も
包
括
的

に
承
継
さ
れ
る
た
め
、
当
該

労
働
者
が
何
も
知
ら
ず
、
一

方
的
に
不
利
益
を
被
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
労
働
者
保
護

の
観
点
か
ら
制
定
さ
れ
た
法

律
が
、
通
称
「
労
働
契
約
承

継
法
」
、
正
式
名
称
「
会
社

分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承

継
等
に
関
す
る
法
律
」
で
す
。

労
働
契
約
承
継
法
は
会
社

分
割
に
伴
う
労
働
契
約
の
承

継
に
つ
い
て
、
労
働
者
や
労

働
組
合
等
へ
の
通
知
や
協
議
、

異
議
申
出
の
手
続
、
効
力
等

を
定
め
て
い
ま
す
。
会
社
は

会
社
分
割
に
あ
た
っ
て
、
こ

の
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
「
労
働

者
」
と
は
、
分
割
会
社
が
雇

用
す
る
労
働
者
の
こ
と
で
あ

り
、
分
割
会
社
と
の
間
で
労

働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労

働
者
す
べ
て
を
指
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
正
社
員
だ
け
で

な
く
非
正
規
社
員
も
含
ま
れ

ま
す
。

理
解
を
得
る
義
務

会
社
は
、
会
社
分
割
に
当

た
っ
て
、
労
働
者
の
理
解
と

協
力
を
得
る
よ
う
労
働
組
合

や
従
業
員
代
表
と
協
議
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）
努
め
る
事
項

①

会
社
分
割
を
す
る
背
景

及
び
理
由

②

会
社
分
割
の
効
力
発
生

日
以
後
に
お
け
る
分
割
会
社

及
び
承
継
会
社
等
の
債
務
の

履
行
の
見
込
み
に
関
す
る
事

項③

承
継
さ
れ
る
事
業
に
主

と
し
て
従
事
す
る
労
働
者
に

該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
基

準④

労
働
協
約
の
承
継
に
関

す
る
事
項

⑤

会
社
分
割
に
当
た
り
、

労
働
者
と
の
間
に
生
じ
た
問

題
の
解
決
手
続

（
２
）
団
体
交
渉
権

会
社
は
、
労
働
組
合
に
よ

る
団
体
交
渉
の
申
し
入
れ
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
労

働
組
合
と
誠
意
を
も
っ
て
交

渉
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

（
３
）
開
始
時
期
等

遅
く
と
も
分
割
契
約
等
を

承
認
す
る
株
主
総
会
の
日
の

２
週
間
前
の
日
の
前
日
等
ま

で
に
労
働
組
合
と
の
協
議
に

着
手
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

協
議
を
す
る
義
務

商
法
等
改
正
法
附
則
第
５

条
で
は
、
会
社
が
会
社
分
割

を
行
う
際
、
労
働
者
と
協
議

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

規
定
し
て
い
ま
す
。
会
社
は

当
該
労
働
者
の
労
働
契
約
を

承
継
会
社
に
承
継
さ
せ
る
か
、

分
割
会
社
に
残
留
さ
せ
る
か

に
つ
い
て
事
前
に
協
議
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
必
要

な
説
明
を
十
分
に
行
い
、
希

望
を
聴
取
し
た
上
で
決
定
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
１
）
協
議
の
対
象
と
な
る

労
働
者

・
承
継
さ
れ
る
事
業
に
従
事

し
て
い
る
労
働
者

・
承
継
さ
れ
る
事
業
に
従
事

し
て
い
な
い
が
承
継
対
象
と

さ
れ
る
労
働
者

（
２
）
協
議
の
対
象
事
項

会
社
は
以
下
①
～
③
を
十

分
説
明
し
、
本
人
の
希
望
を

聴
取
し
た
上
で
、
④
・
⑤
に

つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
特
に
②
に
つ
い
て

は
、
債
務
の
履
行
の
見
込
み

の
あ
る
・
な
し
に
関
わ
ら
ず

労
働
者
に
適
切
に
説
明
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、

他
に
も
協
議
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
事
項

に
つ
い
て
も
協
議
を
行
う
こ

と
が
必
要
で
す
。

【
対
象
事
項
】

①

当
該
労
働
者
が
勤
務
す

る
こ
と
と
な
る
会
社
の
概
要

②

分
割
会
社
及
び
承
継
会

社
等
の
債
務
の
履
行
の
見
込

み
に
関
す
る
事
項

③

承
継
さ
れ
る
事
業
に
主

と
し
て
従
事
す
る
労
働
者
に

該
当
す
る
か
否
か
の
考
え
方

④

本
人
の
希
望
を
聴
取
し

た
上
で
、
当
該
労
働
者
の
労

働
契
約
の
承
継
の
有
無

⑤

承
継
す
る
と
し
た
場
合

又
は
承
継
し
な
い
と
し
た
場

合
に
、
当
該
労
働
者
が
従
事

す
る
こ
と
を
予
定
す
る
業
務

の
内
容
、
就
業
場
所
そ
の
他

の
就
業
形
態
等

ま
た
、
主
と
し
て
従
事
し

て
い
な
く
て
も
職
務
の
内
容

に
影
響
し
う
る
場
合
は
、
上

記
と
は
別
に
そ
の
説
明
を
行

う
な
ど
一
定
の
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

（
３
）
協
議
の
代
理
人

労
働
組
合
を
当
該
協
議
の

代
理
人
と
し
て
選
定
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
団
体
交
渉

の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
会
社
は
、
そ
の
労
働

組
合
と
誠
意
を
も
っ
て
交
渉

に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

（
４
）
協
議
開
始
時
期

会
社
は
、
通
知
期
限
日
ま

で
に
十
分
な
協
議
が
で
き
る

よ
う
、
時
間
的
余
裕
を
み
て

協
議
を
開
始
し
、
十
分
に
説

明
、
労
働
者
の
希
望
を
聴
取

し
た
上
で
、
労
働
契
約
の
承

継
の
有
無
に
つ
い
て
十
分
協

議
で
き
る
よ
う
な
時
間
を
確

保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
５
）
協
議
義
務
違
反

当
該
協
議
を
全
く
行
わ
な

い
か
実
質
的
に
同
視
し
得
る

場
合
は
、
会
社
分
割
の
無
効

の
原
因
と
な
り
ま
す
。

最
高
裁
判
例
（
平
成
22
年

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
事
件
）
に
よ
り
、

法
の
趣
旨
に
反
す
る
場
合
は

承
継
の
効
力
を
個
別
に
争
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

労
働
契
約
承
継
法
と
は

会
社
分
割
の
際
に
労
働
者
を
保
護
す
る
法
律


